
　道では、道税の滞納整理の促進を図るため、９月を

「動産差押強化月間」と定め、集中的に滞納者の住居や

事務所等の捜索を実施し、各種動産の差押えや車輪止

めを活用した自動車の差押えを実施します。

　差し押さえた財産はインターネット上で公売します。

◎問い合わせ先

　北海道総務部財務局財政課納税推進グループ

　緯011－204－5061（ダイヤルイン）

　道では、ヤフー株式会社が提供するインターネット

オークションシステムを利用して、道税の滞納により

差し押さえた自動車や動産等の公売を実施します。

【インターネット公売のメリット】

インターネット公売には、

①24時間全国どこからでも公売に参加できる。

②自治体が出品しているので、安心して取引できる。

などのメリットがあります。

◆公売参加申込期間

平成27年９月28日（月）13時から10月13日（火）

23時までの16日間

　※上記期間中、インターネット上で公売への参加申

し込みができます。

◆入札期間

　せり売り形式　

　平成27年10月19日（月）13時から10月21日（水）

　23時までの３日間

　入札形式

　平成27年10月19日（月）13時から10月26日（月）

　13時までの８日間

　※入札形式については、実施しない場合があります。

◆その他

　公売財産の詳細や下見会の案内などは、

９月28日（月）13時以降、次のホームページで確認

できます。

〈ホームページアドレス〉

・道税ホームページのインターネット公売のページ

　ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｐｒｅｆ．ｈｏｋｋａｉｄｏ．ｌｇ．ｊｐ/ｓｍ/ｚｉｍ/

　ｉｎｔｅｒｎｅｔｋｏｕｂａｉ/ｉｎｄｅｘ．ｈｔｍ

・ヤフーオークションの官公庁ホームページ

　ｈｔｔｐ：//ｋｏｕｂａｉ．ａｕｃｔｉｏｎｓ．ｙａｈｏｏ．ｃｏ．ｊｐ

◎問い合わせ先

　北海道総務部財務局財政課納税推進グループ

　緯011－204－5061（ダイヤルイン）

　道有林の森づくりに対いて住民の方々にご理解を深

めていただくとともに今後の整備管理計画の策定に向

け貴重なご意見を反映させるため、現地説明会を開催

します。

◆開催日時

　平成27年10月６日（火）

◆時間

　９：00～16：00

◆集合場所

　留萌振興局駐車場又は小平町役場前

◆現地

　初山別村の道有林

◆定員

　20名（先着）参加料無料

◆申込期限

　平成27年９月30日（水）まで

◆雨天決行

　昼食、飲み物などは持参願います。

◎申し込み、問い合わせ先

　留萌振興局森林室森林整備課

　担当　滝川　緯42－8394

　平成27年12月から毎年１回労働者に対し、ストレ

スチェック（自分のストレスがどのような状態にある

かを調べる検査）の実施が義務付けられました。（労働

者50人未満は事業場については、当分の間努力義務）

　詳しくは、北海道労働局のホームページを参照又は

労働局、労働基準監督署へ照会してください。

◎問い合わせ先

　厚生労働省北海道労働局労働基準監督署（支署）

　緯011－709－2311

「地域住民と創る道有林」現地説明会
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ストレスチェックが義務化されます

動産差押強化月間について

第２回北海道インターネット公売のお知らせ


